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(57)【要約】
【課題】ユーザが理想的な姿勢を取り得るようにトレー
ニングする際の効率を向上させることが可能となる、履
物シート、及び履物を提供すること。
【解決手段】履物１を装着する装着者の足裏面に当接さ
せるための履物シート３０であって、シート状のベース
部４０と、ベース部４０の側面に突設された加圧部５０
であって、装着者の足裏面の平面形状よりも小さい平面
形状で形成された加圧部５０と、を備え、加圧部は３０
、ベース部４０の側面のうち足裏側面とは反対側の側面
である反対側面に設けられており、当該加圧部５０が装
着者の足裏面の一部にベース部４０を介して間接的に当
接し、当該装着者の足裏面の一部に対する圧力を他の部
分に対する圧力より高くすることにより、装着者の足裏
面を当該加圧部５０の形状に応じた形状に矯正可能にす
る加圧部５０である。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　履物を装着する装着者の足裏面に当接させるための履物シートであって、
　シート状のベース部と、
　前記ベース部の側面に突設された加圧部であって、前記装着者の足裏面の平面形状より
も小さい平面形状で形成された加圧部と、を備え、
　前記加圧部は、
　前記ベース部の側面のうち前記装着者の足裏面に対向する側面である足裏側面に設けら
れており、当該加圧部が前記装着者の足裏面の一部に直接的に当接し、当該装着者の足裏
面の一部に対する圧力を他の部分に対する圧力より高くすることにより、前記装着者の足
裏面を当該加圧部の形状に応じた形状に矯正可能にする加圧部であり、あるいは、
　前記ベース部の側面のうち前記足裏側面とは反対側の側面である反対側面に設けられて
おり、当該加圧部が前記装着者の足裏面の一部に前記ベース部を介して間接的に当接し、
当該装着者の足裏面の一部に対する圧力を他の部分に対する圧力より高くすることにより
、前記装着者の足裏面を当該加圧部の形状に応じた形状に矯正可能にする加圧部である、
　履物シート。
【請求項２】
　前記加圧部は、前記装着者の足底腱膜の少なくとも一部に対応する位置に配置された足
底腱膜加圧部を備える、
　請求項１に記載の履物シート。
【請求項３】
　前記加圧部は、前記装着者の足における少なくとも一部の関節に対応する位置に配置さ
れた関節加圧部を備える、
　請求項１又は２に記載の履物シート。
【請求項４】
　前記関節加圧部を、少なくとも、前記装着者の第５基節骨と第５中足骨とをつなぐ関節
に対応する位置、又は、前記装着者のショパール関節の少なくとも一部に対応する位置に
配置した、
　請求項３に記載の履物シート。
【請求項５】
　前記装着者の拇指球に対応する部分に、前記加圧部が設けられていない拇指球減圧部を
形成した、
　請求項１から４のいずれか一項に記載の履物シート。
【請求項６】
　前記装着者の踵に対応する部分に、前記加圧部が設けられていない踵減圧部を形成した
、
　請求項１から５のいずれか一項に記載の履物シート。
【請求項７】
　前記加圧部は、前記装着者の土踏まずの少なくとも一部に対応する位置に配置された土
踏まず加圧部を備える、
　請求項１から６のいずれか一項に記載の履物シート。
【請求項８】
　前記加圧部のうち、前記装着者の趾骨に対応する部分と前記装着者の中足骨に対応する
部分との相互間に、これら２つの部分の相互間の回動を促進するための回動促進部を設け
た、
　請求項１から７のいずれか一項に記載の履物シート。
【請求項９】
　前記回動促進部を、溝部として形成した、
　請求項８に記載の履物シート。
【請求項１０】
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　前記回動促進部を、前記加圧部のうち、前記装着者の趾骨に対応する部分と前記装着者
の中足骨に対応する部分よりも軟質の帯状部として形成した、
　請求項８に記載の履物シート。
【請求項１１】
　前記加圧部を、前記ベース部に対して着脱自在とした、
　請求項１から１０のいずれか一項に記載の履物シート。
【請求項１２】
　前記請求項１から１１のいずれか一項に記載の履物シートを一対備え、
　前記一対の履物シートを、これら一対の履物シートの各々の前記加圧部が対向するよう
に、かつ、これら対向する前記加圧部を中心として当該一対の履物シートの各々の前記ベ
ース部が対称形状となるように、相互に重合させた、
　履物シート。
【請求項１３】
　前記請求項１から１２のいずれか一項に記載の履物シートを備える、
　履物。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、履物シート及び履物に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、スポーツのトレーニング等に用いられる履物の一つとして、バランス訓練要
素を備えた履物が提案されている（例えば、特許文献１参照）。このバランス訓練要素は
、角方棒状体に形成されており、履物の底面に設けられている。このような履物を履いた
ユーザは、自己のバランスを保持するためには、バランス訓練要素がない場合とは異なる
体重のかけ方を取る必要があり、このことによって体重のかけ方の習得を行うことが可能
になる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－１２０７６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記従来の履物は、バランス訓練要素を設けることによって、意図的に
ユーザのバランスを崩すことで、ユーザのバランス訓練を行うものであり、運動等に適し
た理想的な姿勢とは異なる姿勢に、ユーザを誘導するものであった。従って、ユーザによ
っては理想的な姿勢を把握することが困難であり、ユーザが理想的な姿勢を取り得るよう
にトレーニングする際の効率が悪かった。
【０００５】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、ユーザが理想的な姿勢を取り得るよう
にトレーニングする際の効率を向上させることが可能となる、履物シート、及び履物を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、請求項１に記載の履物シートは、履物
を装着する装着者の足裏面に当接させるための履物シートであって、シート状のベース部
と、前記ベース部の側面に突設された加圧部であって、前記装着者の足裏面の平面形状よ
りも小さい平面形状で形成された加圧部と、を備え、前記加圧部は、前記ベース部の側面
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のうち前記装着者の足裏面に対向する側面である足裏側面に設けられており、当該加圧部
が前記装着者の足裏面の一部に直接的に当接し、当該装着者の足裏面の一部に対する圧力
を他の部分に対する圧力より高くすることにより、前記装着者の足裏面を当該加圧部の形
状に応じた形状に矯正可能にする加圧部であり、あるいは、前記ベース部の側面のうち前
記足裏側面とは反対側の側面である反対側面に設けられており、当該加圧部が前記装着者
の足裏面の一部に前記ベース部を介して間接的に当接し、当該装着者の足裏面の一部に対
する圧力を他の部分に対する圧力より高くすることにより、前記装着者の足裏面を当該加
圧部の形状に応じた形状に矯正可能にする加圧部である。
【０００７】
　請求項２に記載の履物シートは、請求項１に記載の履物シートにおいて、前記加圧部は
、前記装着者の足底腱膜の少なくとも一部に対応する位置に配置された足底腱膜加圧部を
備える。
【０００８】
　請求項３に記載の履物シートは、請求項１又は２に記載の履物シートにおいて、前記加
圧部は、前記装着者の足における少なくとも一部の関節に対応する位置に配置された関節
加圧部を備える。
【０００９】
　請求項４に記載の履物シートは、請求項３に記載の履物シートにおいて、前記関節加圧
部を、少なくとも、前記装着者の第５基節骨と第５中足骨とをつなぐ関節に対応する位置
、又は、前記装着者のショパール関節の少なくとも一部に対応する位置に配置している。
【００１０】
　請求項５に記載の履物シートは、請求項１から４のいずれか一項に記載の履物シートに
おいて、前記装着者の拇指球に対応する部分に、前記加圧部が設けられていない拇指球減
圧部を形成している。
【００１１】
　請求項６に記載の履物シートは、請求項１から５のいずれか一項に記載の履物シートに
おいて、前記装着者の踵に対応する部分に、前記加圧部が設けられていない踵減圧部を形
成している。
【００１２】
　請求項７に記載の履物シートは、請求項１から６のいずれか一項に記載の履物シートに
おいて、前記加圧部は、前記装着者の土踏まずの少なくとも一部に対応する位置に配置さ
れた土踏まず加圧部を備える。
【００１３】
　請求項８に記載の履物シートは、請求項１から７のいずれか一項に記載の履物シートに
おいて、前記加圧部のうち、前記装着者の趾骨に対応する部分と前記装着者の中足骨に対
応する部分との相互間に、これら２つの部分の相互間の回動を促進するための回動促進部
を設けている。
【００１４】
　請求項９に記載の履物シートは、請求項８に記載の履物シートにおいて、前記回動促進
部を、溝部として形成している。
【００１５】
　請求項１０に記載の履物シートは、請求項８に記載の履物シートにおいて、前記回動促
進部を、前記加圧部のうち、前記装着者の趾骨に対応する部分と前記装着者の中足骨に対
応する部分よりも軟質の帯状部として形成している。
【００１６】
　請求項１１に記載の履物シートは、請求項１から１０のいずれか一項に記載の履物シー
トにおいて、前記加圧部を、前記ベース部に対して着脱自在としている。
【００１７】
　請求項１２に記載の履物シートは、前記請求項１から１１のいずれか一項に記載の履物
シートを一対備え、前記一対の履物シートを、これら一対の履物シートの各々の前記加圧
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部が対向するように、かつ、これら対向する前記加圧部を中心として当該一対の履物シー
トの各々の前記ベース部が対称形状となるように、相互に重合させている。
【００１８】
　請求項１３に記載の履物は、前記請求項１から１２のいずれか一項に記載の履物シート
を備える履物である。
【発明の効果】
【００１９】
　請求項１に記載の履物シート、及び請求項１３に記載の履物によれば、加圧部は、ベー
ス部の側面のうち装着者の足裏面に対向する側面である足裏側面に設けられており、当該
加圧部が装着者の足裏面の一部に直接的に当接し、当該装着者の足裏面の一部に対する圧
力を他の部分に対する圧力より高くすることにより、装着者の足裏面を当該加圧部の形状
に応じた形状に矯正可能にする加圧部であり、あるいは、ベース部の側面のうち足裏側面
とは反対側の側面である反対側面に設けられており、当該加圧部が装着者の足裏面の一部
にベース部を介して間接的に当接し、当該装着者の足裏面の一部に対する圧力を他の部分
に対する圧力より高くすることにより、装着者の足裏面を当該加圧部の形状に応じた形状
に矯正可能にする加圧部であるので、加圧部によって矯正された装着者の足裏面の一部と
関連する装着者の部位に負荷をかけることができ、運動等に適した理想的な姿勢にユーザ
を誘導することができるので、理想的な姿勢を取るための下半身の筋力を強化することが
可能となり、ユーザが理想的な姿勢を取り得るようにトレーニングする際の効率を向上さ
せることが可能になる。また、加圧部がベース部の側面の反対側面に設けられており、ベ
ース部が比較的軟質な材質にて形成されている場合には、装着者の足裏面の一部以外の部
分もベース部と当接させることができるので、バランスがとれた理想的な姿勢を取るよう
にトレーニングを行うことが可能となり、安定性を確保することができる。
【００２０】
　請求項２に記載の履物シートによれば、加圧部は、装着者の足底腱膜の少なくとも一部
に対応する位置に配置された足底腱膜加圧部を備えるので、当該足底腱膜加圧部によって
、当該足底腱膜の少なくとも一部に高い圧力をかけることができ、装着者の足裏面を当該
足底腱膜加圧部の形状に応じた形状に矯正することが可能となる。これにより、例えば、
装着者が歩行やランニング等のトレーニングを行った場合に、足底腱膜の内側にある足の
筋肉に負荷を掛けることができ、この足裏の筋肉を通常より強く使うように矯正すること
ができ、足裏の筋肉から繋がる普段使われない下半身の筋肉の運動量を向上させることが
できるため、下半身の筋力を一層強化することができる。
【００２１】
　請求項３に記載の履物シートによれば、加圧部は、装着者の足における少なくとも一部
の関節に対応する位置に配置された関節加圧部を備えるので、当該関節加圧部によって、
当該関節に高い圧力をかけることができ、装着者の足裏面を当該関節加圧部の形状に応じ
た形状に矯正することが可能となる。
【００２２】
　請求項４に記載の履物シートによれば、関節加圧部を、少なくとも、装着者の第５基節
骨と第５中足骨とをつなぐ関節に対応する位置、又は、装着者のショパール関節の少なく
とも一部に対応する位置に配置したので、当該第５基節骨と第５中足骨とをつなぐ関節、
又は当該ショパール関節の少なくとも一部に高い圧力をかけることができる。これにより
、例えば、装着者が野球のバットの素振りを行った場合に、軸足にかかった力が当該軸足
の第５中足骨又はショパール関節から外側に向けて逃げにくくなるため、当該軸足のぶれ
を抑制することができる。また、軸足とは反対側の足にかかった力も第５中足骨又はショ
パール関節から当該足の外側に向けて逃げにくくなるため、当該足が外側に向けて開くこ
とを抑制することができる。
【００２３】
　請求項５に記載の履物シートによれば、装着者の拇指球に対応する部分に、加圧部が設
けられていない拇指球減圧部を形成したので、当該拇指球に対する圧力を当該装着者にお
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ける加圧部と直接的又は間接的に当接している部分に対する圧力に比べて減らすことがで
き、装着者の足裏面を当該拇指球減圧部の形状に応じた形状に矯正することが可能となる
。これにより、例えば、装着者が野球のバットの素振りを行った場合には、足が内股にな
ることによって股関節に力が入りやすくなるため、手振りになることを抑制することがで
きる。
【００２４】
　請求項６に記載の履物シートによれば、装着者の踵に対応する部分に、加圧部が設けら
れていない踵減圧部を形成したので、当該踵に対する圧力を当該装着者における加圧部と
直接的又は間接的に当接している部分に対する圧力に比べて減らすことができ、装着者の
足裏面を当該踵減圧部の形状に応じた形状に矯正することが可能となる。これにより、例
えば、装着者が野球のバットの素振りを行った場合には、足が内股になることによって股
関節に力が入りやすくなるため、手振りになることを一層抑制することができる。
【００２５】
　請求項７に記載の履物シートによれば、加圧部は、装着者の土踏まずの少なくとも一部
に対応する位置に配置された土踏まず加圧部を備えるので、当該土踏まず加圧部によって
、当該土踏まずの少なくとも一部に高い圧力をかけることができ、装着者の足裏面を当該
土踏まず加圧部の形状に応じた形状に矯正することが可能となる。これにより、例えば、
装着者が歩行やランニング等のトレーニングを行った場合に、装着者の土踏まずをしっか
り支持することができるため、足の安定性を向上させることができると共に、足の疲労を
軽減することができる。
【００２６】
　請求項８に記載の履物シートによれば、加圧部のうち、装着者の趾骨に対応する部分と
装着者の中足骨に対応する部分との相互間に、これら２つの部分の相互間の回動を促進す
るための回動促進部を設けたので、装着者が踵を上げた場合に、装着者の趾骨と装着者の
中足骨とをつなぐ関節を中心に指を曲げることが可能になる。これにより、例えば、装着
者が歩行やランニング等のトレーニングを行った場合に、足の踏ん張りが効きやすくなる
ため、足の負荷を低減することができる。
【００２７】
　請求項９に記載の履物シートによれば、回動促進部を、溝部として形成したので、回動
促進部を形成するための特殊な部品を必要としないので、履物シートの製造コストを低減
することができる。
【００２８】
　請求項１０に記載の履物シートによれば、回動促進部を、加圧部のうち、装着者の趾骨
に対応する部分と装着者の中足骨に対応する部分よりも軟質の帯状部として形成したので
、装着者が起立している状態では、帯状部によって、装着者の趾骨と装着者の中足骨とを
つなぐ関節を支持することができ、足の負荷を低減することができる。
【００２９】
　請求項１１に記載の履物シートによれば、加圧部を、ベース部に対して着脱自在とした
ので、装着者の使用用途に応じて加圧部を取り付けたり、又は取り外することができ、使
用性を向上させることが可能となる。
【００３０】
　請求項１２に記載の履物シートによれば、一対の履物シートを、これら一対の履物シー
トの各々の加圧部が対向するように、かつ、これら対向する加圧部を中心として当該一対
の履物シートの各々のベース部が対称形状となるように、相互に重合させたので、加圧部
と当接している装着者の足裏面の一部に対する圧力を一層高めることできるので、装着者
の足裏面を当該加圧部の形状に応じた形状に矯正しやすくなる。また、装着者の左足と右
足のいずれにも兼用することができ、装着者の使用用途に応じて使い分けが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】足の骨の概要を示す図である。
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【図２】足裏面の腱の概要を示す図である。
【図３】実施の形態１に係る履物の概要を示す斜視図である。
【図４】実施の形態１に係る履物シートの概要を示す斜視図である。
【図５】実施の形態１に係る履物シートを示す正面図である。
【図６】実施の形態１に係る履物シートを示す背面図である。
【図７】図４に示した履物シートのＡ－Ａ断面図である。
【図８】実施の形態１に係る履物シートを示す側面図である。
【図９】実施の形態１に係る履物シートを示す平面図である。
【図１０】実施の形態１に係る履物シートを示す底面図である。
【図１１】装着者の足裏面と足底腱膜加圧部との位置関係を示す図である。
【図１２】履物の底部に履物シートが設置されている場合における装着者の足裏面の圧力
分布状況を示す図である。
【図１３】履物の底部に履物シートが設置されていない場合における装着者の足裏面の圧
力分布状況を示す図である。
【図１４】実施の形態２に係る履物シートを示す底面図である。
【図１５】実施の形態２の変形例に係る履物シートを示す底面図である。
【図１６】実施の形態３に係る履物シートを示す底面図である。
【図１７】図１６に示した履物シートのＢ－Ｂ断面図を逆さまにした図である。
【図１８】実施の形態４に係る履物シートを示す底面図である。
【図１９】実施の形態５に係る履物シートを示す底面図である。
【図２０】実施の形態６に係る履物シートを示す底面図である。
【図２１】図２０に示した履物シートのＣ－Ｃ断面図を逆さまにした図である。
【図２２】実施の形態６の変形例に係る履物シートを示す底面図である。
【図２３】図２２に示した履物シートのＤ－Ｄ断面図を逆さまにした図である。
【図２４】実施の形態２の変形例に係る履物シートを示す底面図である。
【図２５】実施の形態２の変形例に係る履物シートを示す底面図である。
【図２６】実施の形態２の変形例に係る履物シートを示す底面図である。
【図２７】実施の形態１の変形例に係る履物シートを示す底面図である。
【図２８】図２７に示した履物シートが重合された状態を示す平面図である。
【図２９】図２８に示した履物シートのＥ－Ｅ断面図である。
【図３０】実施の形態１の変形例に係る履物の概要を示す斜視図である。
【図３１】実施の形態２の変形例に係る履物シートを示す底面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下、本発明に係る履物シート、及び履物の実施の形態について図面を参照しつつ詳細
に説明する。ただし、これらの各実施の形態によって本発明が限定されるものではない。
【００３３】
〔各実施の形態に共通の概念〕
　最初に、本発明に係る各実施の形態に共通の概念について説明する。各実施の形態は、
履物を装着する装着者の足裏面に当接させるための履物シート、及び履物に関するもので
ある。
【００３４】
　ここで、「装着者の足裏面」とは、装着者の足の側面のうち、当該足の裏側の側面を意
味する。また、「足」とは、起立した状態における身体の部位のうち、くるぶしがある骨
である脛骨の足裏面側の端部よりも下方の部位を意味する。これより以下では、装着者の
足裏面の詳細、すなわち装着者の足裏面に関連する骨と、腱とについて説明する。
【００３５】
　まず、装着者の足裏面に関連する骨について説明する。図１は、足の骨の概要を示す図
である。図１に示すように、装着者の足裏面に関連する骨としては、「趾骨Ｂ１０」と、
「中足骨Ｂ２０」と、「足根骨Ｂ３０」とが挙げられる。
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【００３６】
　このうち、「趾骨Ｂ１０」は、足のつま先側の骨である。具体的には、母指（いわゆる
親指）に対応する趾骨Ｂ１０は、先端に位置する末節骨Ｂ１１と、末節骨Ｂ１１と関節を
介してつながれた基節骨Ｂ１３とを有している。また、母指以外の指に対応する趾骨Ｂ１
０は、末節骨Ｂ１１と、末節骨Ｂ１１と関節を介してつながれた中節骨Ｂ１２と、中節骨
Ｂ１２と関節を介してつながれた基節骨Ｂ１３とを有している。なお、これら母指から小
指に対応する趾骨Ｂ１０は、順に第１趾骨Ｂ１０ａから第５趾骨Ｂ１０ｅと称される（末
節骨Ｂ１１における第１末節骨Ｂ１１ａから第５末節骨Ｂ１１ｅ、中節骨Ｂ１２における
第２中節骨Ｂ１２ｂから第５中節骨Ｂ１２ｅ、基節骨Ｂ１３における第１基節骨Ｂ１３ａ
から第５基節骨Ｂ１３ｅ、中足骨Ｂ２０における第１中足骨Ｂ２０ａから第５中足骨Ｂ２
０ｅについても同様とする）。また、「中足骨Ｂ２０」とは、趾骨Ｂ１０と足根骨Ｂ３０
との相互間に位置する骨であり、趾骨Ｂ１０と関節を介してつながれている。すなわち、
この中足骨Ｂ２０の数は、趾骨Ｂ１０の数と対応している。また、「足根骨Ｂ３０」とは
、中足骨Ｂ２０と図示しない脛骨との相互間に位置する骨の総称である。具体的には、足
根骨Ｂ３０は、第１中足骨Ｂ２０ａと関節を介してつながれた内側楔状骨Ｂ３１と、第２
中足骨Ｂ２０ｂと関節を介してつながれた中間楔状骨Ｂ３２と、第３中足骨Ｂ２０ｃと関
節を介してつながれた外側楔状骨Ｂ３３と、第４中足骨Ｂ２０ｄ及び第５中足骨Ｂ２０ｅ
と関節を介してつながれた立方骨Ｂ３４と、内側楔状骨Ｂ３１、中間楔状骨Ｂ３２、外側
楔状骨Ｂ３３、及び立方骨Ｂ３４と関節を介してつながれた舟状骨Ｂ３５と、舟状骨Ｂ３
５と関節（いわゆる距舟関節）を介してつながれた距骨Ｂ３６と、立方骨Ｂ３４と関節（
いわゆる踵立方関節）を介してつながれた踵骨Ｂ３７とを備えて構成されている（なお、
距舟関節及び踵立方関節からなる関節は、ショパール関節と称される）。
【００３７】
　次に、装着者の足裏面に関連する足の腱について説明する。図２は、足裏面の腱の概要
を示す図である。図２に示すように、装着者の足裏面に関連する足の腱としては、例えば
「足底腱膜Ｔ１０（足底筋膜）」が挙げられる。「足底腱膜Ｔ１０」は、足裏面のうち、
足根骨Ｂ３０の踵骨Ｂ３７に対応する部分から第１中足骨Ｂ２０ａから第５中足骨Ｂ２０
ｅの趾骨Ｂ１０側の端部に対応する部分まで扇状に広がるように形成された薄膜状の腱で
ある。
【００３８】
　各実施の形態では、概略的には、履物シートの一部を装着者の足裏面の一部に直接的又
は間接的に当接し、当該装着者の足裏面の一部に対する圧力を他の部分に対する圧力より
も高くすることにより、当該装着者の足裏面を当該履物シートの一部の形状に応じた形状
に矯正することを可能にする。
【００３９】
　また、以下では、履物シートが靴（例えば、紳士靴、婦人靴、運動靴、革靴等）に適用
された場合について説明する。ただし、上述した履物以外にも適用されてもよく、例えば
、ハイヒール、サンダル、スリッパ、草履、又は下駄に適用されてもよい。
【００４０】
〔実施の形態１〕
　最初に、実施の形態１について説明する。この形態は、加圧部が足底腱膜加圧部を備え
た形態である。
【００４１】
（構成）
　まず、実施の形態１に係る履物の構成について説明する。図３は、実施の形態１に係る
履物の概要を示す斜視図である。この図３には、右足用の履物を示す。なお、以下の説明
においては、図３のＸ方向を外内方向、図３のＹ方向を前後方向、図３のＺ方向を上下方
向とする。また、図３のプラスＸ方向（図では「＋Ｘ」と表示）を外方向、図３のマイナ
スＸ方向（図では「－Ｘ」と表示）を内方向、図３のプラスＹ方向（図では「＋Ｙ」と表
示）を前方向、図３のマイナスＹ方向（図では「－Ｙ」と表示）を後方向、図３のプラス
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Ｚ方向（図では「＋Ｚ」と表示）を上方向、図３のマイナスＺ方向（図では「－Ｚ」と表
示）を下方向とする。ただし、左足用の履物においては、＋Ｘ方向と－Ｘ方向とが相互に
逆方向になる。図３に示すように、履物１は、底部１０と、カバー部２０と、履物シート
３０（中敷き）とを備えている。ここで、底部１０の側面のうち、装着者の足裏面に対向
する側の側面を足裏側面と称し、装着者の足裏面に対向する側とは反対側の側面を反対側
面と称する（履物シート３０の側面、後述する履物シート３０におけるベース部４０の側
面、後述する履物シート３０における加圧部５０の側面についても同様とする）。
【００４２】
（構成－底部）
　底部１０は、装着者の足を支持するための支持手段である。図３に示すように、底部１
０は、平面形状を装着者の足裏面の形状と略同一とするシート状体であり、例えば、エチ
レンビニルアセテート（いわゆるＥＶＡ）、ポリウレタン発泡体、熱可塑性ポリウレタン
等にて形成されている。また、底部１０の足裏側面は、略フラット状に形成されている。
また、底部１０の反対側面には、履物１にクッション性等を持たせるために、加圧部５０
に比べてＺ方向の長さが短い複数の凹凸を備えることができるが、この反対側面は、全体
的には、略フラット状に形成されている。
【００４３】
（構成－カバー部）
　カバー部２０は、足の側面のうち、足裏面以外の側面を覆うためのカバー手段である。
図３に示すように、カバー部２０は、装着者の足が装着可能な形状にて形成された略筒状
体であり、例えば、革、ポリエチレン等の合成樹脂材等にて形成されている。また、この
カバー部２０は、底部１０の足裏側面上に設けられている。そして、このカバー部２０に
おける下方側の開口縁端が、底部１０に対して接着剤又は縫糸等によって接続されている
。
【００４４】
（構成－履物シート）
　図４は、実施の形態１に係る履物シート３０の概要を示す斜視図である。図５は、実施
の形態１に係る履物シート３０を示す正面図である。図６は、実施の形態１に係る履物シ
ート３０を示す背面図である。図７は、図４に示した履物シート３０のＡ－Ａ断面図であ
る。図８は、実施の形態１に係る履物シート３０を示す側面図である。図９は、実施の形
態１に係る履物シート３０を示す平面図である。図１０は、実施の形態１に係る履物シー
ト３０を示す底面図である。履物シート３０は、装着者の足裏面に当接させるためのもの
である。図４から図１０に示すように、履物シート３０は、底部１０の足裏側面上に載置
されており（あるいは、底部１０の足裏側面に対して接着剤等によって固定されており）
、ベース部４０（中敷き本体）と、加圧部５０（凸条）とを備えている。この履物シート
３０の形成方法は任意であり、例えば、ベース部４０と、加圧部５０とが一体成型により
形成される方法等が該当する。
【００４５】
（構成－履物シート－ベース部）
　ベース部４０は、履物シート３０の基本構造体であり、図４から図１０に示すように、
シート状に形成されている。
【００４６】
　ここで、ベース部４０の形状の詳細については、以下の通りに設定されている。具体的
には、ベース部４０の平面形状については、底部１０の平面形状と略同一の形状に設定さ
れている。また、ベース部４０の側面形状については、装着者の足裏面と後述する加圧部
の足底腱膜加圧部とのフィット性を向上させるためや、足の指が外内方向に広がるような
歩行を促進して指周辺の筋肉の運動量を増加させるために、ベース部４０における装着者
の足底腱膜Ｔ１０に対応する部分が最も上方に位置するように、ベース部４０がプラスＺ
方向に向けて凸状（アーチ状）に湾曲した形状に設定されている。また、ベース部４０の
Ｚ方向の長さについては、装着者の足裏面における基節骨Ｂ１３及び中足骨Ｂ２０に対応
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する部分の負荷を軽減するために、図８に示すように、ベース部４０における装着者の基
節骨Ｂ１３及び中足骨Ｂ２０に対応する部分におけるＺ方向の長さが、他の部分のＺ方向
の長さよりも長く設定されている。なお、ベース部４０の形状の設定については、上述し
た設定に限られず、装着者の使用用途に応じて任意に設定されてもよい。
【００４７】
　また、ベース部４０の具体的な材質については任意であるが、例えば、エチレンビニル
アセテート、ポリウレタン発泡体、熱可塑性ポリウレタン、天然ゴム、合成ゴム等にて形
成されている。
【００４８】
　なお、ベース部４０の構成については任意であり、上述した構成以外にも以下に示す構
成が採用されてもよい。例えば、ベース部４０の足裏側面（アール状の上面）には、公知
の速乾性シート、公知の防臭シート、又は公知の抗菌シート等が貼付されてもよい。また
、通気性及びクッション性を向上させるために、ベース部４０に複数の孔部が形成されて
もよい。
【００４９】
（構成－加圧部）
　加圧部５０は、装着者の足裏面の少なくとも一部に対して圧力を加えるためのものであ
る。この加圧部５０は、装着者の足裏面の平面形状よりも小さい平面形状で形成されてい
る。また、この加圧部５０は、ベース部４０の反対側面（底面）に設けられており、足底
腱膜加圧部５１を備えている。
【００５０】
（構成－加圧部－足底腱膜加圧部）
　足底腱膜加圧部５１は、装着者の足底腱膜Ｔ１０の少なくとも一部に対して圧力を加え
るためのものである。図８、図１０に示すように、足底腱膜加圧部５１は、装着者の足底
腱膜Ｔ１０を加圧可能となるような位置及び形状で配置されるものであり、足底腱膜Ｔ１
０に対応する平面領域内に配置される。例えば、足底腱膜Ｔ１０に対応する平面領域の全
域に対応するように配置されてもよく、あるいは足底腱膜Ｔ１０に対応する平面領域の一
部のみに対応するように配置されてもよい。ただし、足底腱膜加圧部５１として実質的に
機能しない部分については、足底腱膜Ｔ１０に対応する平面領域よりも前後方向や外内方
向に延出させてもよく、例えば、足底腱膜加圧部５１における前端部や後端部のＺ方向の
長さを前後中央部分の長さより短くすることにより、当該前端部や当該後端部による足へ
の加圧の程度が軽減される場合、当該前端部や当該後端部は足底腱膜加圧部５１として実
質的に機能しない部分となることから、足底腱膜Ｔ１０に対応する平面領域よりも前後方
向に延出させてもよい。
【００５１】
　ここで、本実施の形態における足底腱膜加圧部５１の形状の詳細は、以下の通りである
。具体的には、足底腱膜加圧部５１は、長尺の直方体として形成されている。より具体的
には、図１０に示すように、足底腱膜加圧部５１のＸ方向の長さが、ベース部４０のＸ方
向の長さの略４分の１の長さに設定されており、足底腱膜加圧部５１のＹ方向の長さが、
ベース部４０のＹ方向の長さと略同一に設定されている。このように形成された足底腱膜
加圧部５１が、足底腱膜Ｔ１０の一部（具体的には、足根骨Ｂ３０の踵骨Ｂ３７に対応す
る部分から第２中足骨Ｂ２０ｂの趾骨Ｂ１０側の端部に対応する部分に至る部分、及び足
根骨Ｂ３０の踵骨Ｂ３７に対応する部分から第３中足骨Ｂ２０ｃの趾骨Ｂ１０側の端部に
対応する部分に至る部分）に対応する領域に配置されている。さらに、足底腱膜加圧部５
１の前端部は、足底腱膜Ｔ１０に対応する平面領域よりも前方向に延出されていると共に
、足底腱膜加圧部５１の後端部は、足底腱膜Ｔ１０に対応する平面領域よりも後方向に延
出されている。ただし、これら前端部や後端部のＺ方向の長さは前後中央部分の長さより
短くなっているため、当該前端部や当該後端部による足への加圧の程度が軽減され、当該
前端部や当該後端部は足底腱膜加圧部５１として実質的に機能しない部分となっている。
また、足底腱膜加圧部５１のＺ方向の長さは任意であるが、装着者が履物１を装着した際
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に、足底腱膜加圧部５１の反対側面と、ベース部４０の反対側面とに高低差が生じないこ
とが好ましいため、足底腱膜加圧部５１のＺ方向の長さと、ベース部４０の内外方向の長
さとは、このような条件を満たすような関係で設定されている。
【００５２】
　また、図８に示すように、足底腱膜加圧部５１における装着者の「土踏まず」近傍に対
応する部分のＺ方向の長さが、他の部分のＺ方向の長さよりも長く設定されている。ここ
で、「土踏まず」とは、足裏面のうち、人が起立した際に地面に触れないようにくぼみが
形成された部分であって、第１中足骨Ｂ２０ａの一部、第２中足骨Ｂ２０ｂの一部、内側
楔状骨Ｂ３１、中間楔状骨Ｂ３２、舟状骨Ｂ３５、及び踵骨Ｂ３７の一部を含む領域と対
応する部分である。これにより、装着者が歩行やランニング等のトレーニングを行った場
合に、装着者の膝に負荷をかけずに股関節を使って歩けるようになる。よって、装着者の
歩幅が大きくなり下半身の筋肉の可動域を広げることができ、下半身の筋力を強化するこ
とができる。なお、足底腱膜加圧部５１の形状の設定については、上述した設定に限られ
ず、装着者の使用用途に応じて任意に設定されてもよい。ただし、後述するように土踏ま
ず加圧部５４を設けることにより土踏まずを加圧する等の場合には、足底腱膜加圧部５１
における「土踏まず」近傍に対応する部分のＺ方向の長さは、他の部分のＺ方向の長さと
同じ又はそれ以下としてもよい。
【００５３】
　また、足底腱膜加圧部５１の材質については、装着者の足底腱膜Ｔ１０の少なくとも一
部に対して圧力を加えることができるように、例えばベース部４０と略同一の材質、又は
ベース部４０の材質よりも硬質な材質（例えばベース部４０の材質よりも硬質なゴムある
いは木材等）にて形成されている（後述する実施の形態２の関節加圧部５２、及び実施の
形態５の土踏まず加圧部５４の材質についても同様とする）。
【００５４】
（履物シートの機能）
　このように構成された実施の形態１に係る履物シート３０の機能は、以下の通りである
。図１１は、装着者の足裏面と足底腱膜加圧部５１との位置関係を示す図である。図１２
は、履物１の底部１０に履物シート３０が設置されている場合における装着者の足裏面の
圧力分布状況を示す図である。図１３は、履物１の底部１０に履物シート３０が設置され
ていない場合における装着者の足裏面の圧力分布状況を示す図である。なお、図１２では
、圧力が比較的高い部分を圧力分布Ｐ１（荷重範囲）として斜線で示す。また、図１３で
は、圧力が比較的高い部分を圧力分布Ｐ２（荷重範囲）として斜線で示す。
【００５５】
　まず、装着者が履物１を装着すると、図１１に示すように、装着者の足底腱膜Ｔ１０の
一部と足底腱膜加圧部５１とが重複するので、当該足底腱膜Ｔ１０の一部は、当該足底腱
膜加圧部５１にベース部４０を介して間接的に当接する。そして、このような状態で、装
着者が起立した場合には、装着者の足底腱膜Ｔ１０の一部に負荷がかかりやすくなる。こ
のため、図１２の圧力分布Ｐ１に示すように、装着者の足底腱膜Ｔ１０の一部に対する圧
力が、他の部分に対する圧力よりも高くなる。
【００５６】
　一方、履物シート３０が設置されていない履物１を装着者が装着すると、装着者の足裏
面のうち、主に、足根骨Ｂ３０の踵骨Ｂ３７と、第１中足骨Ｂ２０ａの趾骨Ｂ１０側の端
部と、第５中足骨Ｂ２０ｅの趾骨Ｂ１０側の端部とを頂点とする略三角形状の範囲に対応
する部分と、趾骨Ｂ１０の末節骨Ｂ１１に対応する部分とが、履物１の底部１０と当接す
る。そして、このような状態で、装着者が起立した場合には、身体の重心に近い上記略三
角形状の範囲に対応する部分に、負荷がかかりやりやすくなる。このため、図１３の圧力
分布Ｐ２に示すように、上記略三角形状の範囲に対応する部分に対する圧力が、他の部分
に対する圧力よりも高くなる。この場合において、装着者の足底腱膜Ｔ１０の一部に比較
的高い圧力がかかるものの、装着者の足裏面の形状を矯正できるほどの高い圧力ではない
。
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【００５７】
　ここで、圧力分布Ｐ１、Ｐ２の両者を比較すると、圧力分布Ｐ１の範囲が、圧力分布Ｐ
２の範囲よりも狭いものとなる（より具体的には、圧力分布Ｐ１の範囲が圧力分布Ｐ２の
範囲の半分以下となる）。このことからすると、履物１の底部１０に履物シート３０が設
置されている場合における装着者の足底腱膜Ｔ１０の一部の圧力の大きさは、履物１の底
部１０に履物シート３０が設置されていない場合における装着者の足底腱膜Ｔ１０の圧力
の大きさよりも非常に高くなると言える。このため、足底腱膜加圧部５１によって、装着
者の足底腱膜Ｔ１０の一部に非常に高い圧力がかかるので、当該足底腱膜Ｔ１０の一部を
当該足底腱膜加圧部５１の形状に応じた形状に矯正することが可能となる。これにより、
例えば、装着者が歩行やランニング等のトレーニングを行った場合に、足底腱膜の内側に
ある足の筋肉に負荷を掛けることができ、この足裏の筋肉を通常より強く使うように矯正
することができ、足裏の筋肉から繋がる普段使われない下半身の筋肉の運動量を向上させ
ることができるため、下半身の筋力を一層強化することができる。また、装着者の足底腱
膜Ｔ１０の一部に対する圧力が他の部分よりも高くなることによって、歩行時に装着者の
足が高くあがり、且つ歩幅も大きくなる。また、装着者の足底腱膜Ｔ１０の一部以外の部
分もベース部４０と当接させることができるため、バランスがとれた理想的な姿勢を取る
ようにトレーニングを行うことが可能となる。
【００５８】
（効果）
　このように実施の形態１によれば、加圧部５０は、ベース部４０の反対側面に設けられ
ており、当該加圧部５０が装着者の足裏面の一部にベース部４０を介して間接的に当接し
、当該装着者の足裏面の一部に対する圧力を他の部分に対する圧力より高くすることによ
り、当該装着者の足裏面を当該加圧部５０の形状に応じた形状に矯正可能にする加圧部５
０であるので、加圧部５０によって矯正された装着者の足裏面の一部と関連する装着者の
部位に負荷をかけることができ、運動等に適した理想的な姿勢にユーザを誘導することが
できるので、理想的な姿勢を取るための下半身の筋力を強化することが可能となり、ユー
ザが理想的な姿勢を取り得るようにトレーニングする際の効率を向上させることが可能に
なる。また、加圧部５０がベース部４０の側面の反対側面に設けられており、ベース部４
０が比較的軟質な材質にて形成されている場合には、装着者の足裏面の一部以外の部分も
ベース部４０と当接させることができるので、バランスがとれた理想的な姿勢を取るよう
にトレーニングを行うことが可能となり、安定性を確保することができる。
【００５９】
　また、加圧部５０は、装着者の足底腱膜Ｔ１０の少なくとも一部に対応する位置に配置
された足底腱膜加圧部５１を備えているので、当該足底腱膜加圧部５１によって、当該足
底腱膜Ｔ１０の少なくとも一部に高い圧力をかけることができ、装着者の足裏面を当該足
底腱膜加圧部５１の形状に応じた形状に矯正することが可能となる。これにより、例えば
、装着者が歩行やランニング等のトレーニングを行った場合に、足底腱膜の内側にある足
の筋肉に負荷を掛けることができ、この足裏の筋肉を通常より強く使うように矯正するこ
とができ、足裏の筋肉から繋がる普段使われない下半身の筋肉の運動量を向上させること
ができるため、下半身の筋力を一層強化することができる。
【００６０】
〔実施の形態２〕
　次に、実施の形態２について説明する。この形態は、加圧部が、関節加圧部を備えた形
態である。なお、実施の形態１と略同様の構成要素については、必要に応じて、実施の形
態１で用いたのと同一の符号又は名称を付してその説明を省略する。
【００６１】
（構成－履物シート）
　まず、履物シート１３０の構成について説明する。図１４は、実施の形態２に係る履物
シート１３０を示す底面図である。図１４に示すように、実施の形態２に係る履物シート
１３０は、実施の形態１に係る履物シート３０とほぼ同様に構成されているが、加圧部５
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０の構成内容が異なっている。
【００６２】
（構成－加圧部）
　図１４に示すように、加圧部５０は、足底腱膜加圧部５１と、関節加圧部５２とを備え
ている。
【００６３】
（構成－加圧部－関節加圧部）
　関節加圧部５２は、装着者の足における少なくとも一部の関節に対して圧力を加えるた
めのものである。図１４に示すように、関節加圧部５２は、略板状体にて形成されており
、ベース部４０の反対側面において、装着者の第５基節骨Ｂ１３ｅと第５中足骨Ｂ２０ｅ
とをつなぐ関節に対応する位置に配置されている。
【００６４】
　ここで、関節加圧部５２の形状の詳細については、以下の通りに設定されている。具体
的には、関節加圧部５２の平面形状については、略半円状に設定されている。より具体的
には、図１０に示すように、関節加圧部５２のＸ方向の長さが、ベース部４０のＸ方向の
長さの略５分の１の長さに設定されており、関節加圧部５２のＹ方向の長さが、ベース部
４０のＹ方向の長さの略５分の１の長さに設定されている。また、関節加圧部５２のＺ方
向の長さについては、当該関節加圧部５２に隣接する足底腱膜加圧部５１のＺ方向の長さ
と略同一に設定されている。
【００６５】
（履物シートの機能）
　このように構成された実施の形態２に係る履物シート１３０の機能は以下の通りである
。装着者が履物１を装着すると、装着者の第５基節骨Ｂ１３ｅと第５中足骨Ｂ２０ｅとを
つなぐ関節が、関節加圧部５２にベース部４０を介して間接的に当接する。このような状
態で、装着者が起立した場合には、装着者の第５基節骨Ｂ１３ｅと第５中足骨Ｂ２０ｅと
をつなぐ関節に対する圧力が、他の部分（ただし、装着者の足底腱膜Ｔ１０の一部は除く
）に対する圧力よりも高くなる。このため、装着者の足裏面を関節加圧部５２の形状に応
じた形状に矯正することが可能となる。これにより、例えば、装着者が歩行やランニング
等のトレーニングを行った場合に、当該装着者の第５基節骨Ｂ１３ｅと第５中足骨Ｂ２０
ｅとをホールドすることができるため、当該装着者の足裏面にかかる力がプラスＸ方向に
向けて逃げることを抑制することができる。また、装着者が野球のバットの素振りを行っ
た場合には、軸足にかかった力が当該軸足の第５中足骨Ｂ２０ｅからプラスＸ方向に向け
て逃げにくくなる。また、軸足とは反対側の足にかかった力も当該足の第５中足骨Ｂ２０
ｅからプラスＸ方向に向けて逃げにくくなる。
【００６６】
　この他にも、履物シート１３０は、任意の構造にて構成可能である。図１５は、実施の
形態２の変形例に係る履物シート１３０を示す底面図である。図１５に示すように、この
変形例に係る履物シート１３０は、実施の形態２に係る履物シート１３０とほぼ同様に構
成されているが、さらに関節加圧部５３を加えて構成されている。
【００６７】
　関節加圧部５３は、図１５に示すように、関節加圧部５３は、関節加圧部５２と略同一
形状にて形成されており、ベース部４０の反対側面上において、装着者のショパール関節
の一部に対応する位置に配置されている。
【００６８】
　このように構成された履物シート１３０の機能は以下の通りである。装着者が履物１を
装着すると、装着者のショパール関節の一部が、関節加圧部５３にベース部４０を介して
間接的に当接する。このような状態で、装着者が起立した場合には、装着者のショパール
関節の一部に対する圧力が、他の部分（ただし、装着者の足底腱膜Ｔ１０の一部及び第５
基節骨Ｂ１３ｅと第５中足骨Ｂ２０ｅとをつなぐ関節は除く）に対する圧力よりも高くな
る。このため、装着者の足裏面を関節加圧部５３の形状に応じた形状に矯正することが可
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能となる。これにより、例えば、装着者が歩行やランニング等のトレーニングを行った場
合に、当該装着者のショパール関節の一部の周辺部分をホールドすることができるため、
当該装着者の足裏面にかかる力がプラスＸ方向に向けて逃げることを一層抑制することが
できる。また、装着者が野球のバットの素振りを行った場合には、軸足にかかった力が当
該軸足の第５中足骨Ｂ２０ｅからプラスＸ方向に向けて一層逃げにくくなる。また、軸足
とは反対側の足にかかった力も当該足の第５中足骨Ｂ２０ｅからプラスＸ方向に向けて一
層逃げにくくなる。
【００６９】
（効果）
　このように実施の形態２によれば、加圧部５０は、装着者の足における少なくとも一部
の関節に対応する位置に配置された関節加圧部５２を備えるので、当該関節加圧部５２に
よって、当該関節に高い圧力をかけることができ、装着者の足裏面を当該関節加圧部５２
の形状に応じた形状に矯正することが可能となる。
【００７０】
　また、関節加圧部５２を、少なくとも、装着者の第５基節骨Ｂ１３ｅと第５中足骨Ｂ２
０ｅとをつなぐ関節に対応する位置に配置したので、当該第５基節骨Ｂ１３ｅと第５中足
骨Ｂ２０ｅとをつなぐ関節に高い圧力をかけることができる。これにより、例えば、装着
者が歩行やランニング等のトレーニングを行った場合に、当該装着者の第５基節骨Ｂ１３
ｅと第５中足骨Ｂ２０ｅとをホールドすることができるため、当該装着者の足裏面にかか
る力がプラスＸ方向に向けて逃げることを抑制することができる。また、装着者が野球の
バットの素振りを行った場合に、軸足にかかった力が当該軸足の第５中足骨Ｂ２０ｅから
プラスＸ方向に向けて逃げにくくなるため、当該軸足のぶれを抑制することができる。ま
た、軸足とは反対側の足にかかった力も当該足の第５中足骨Ｂ２０ｅからプラスＸ方向に
向けて逃げにくくなるため、当該足がプラスＸ方向に向けて開くことを抑制することがで
きる。
【００７１】
〔実施の形態３〕
　次に、実施の形態３について説明する。この形態は、拇指球減圧部を備えた形態である
。なお、実施の形態１と略同様の構成要素については、必要に応じて、実施の形態１で用
いたのと同一の符号又は名称を付してその説明を省略する。
【００７２】
（構成－履物シート）
　まず、履物シート２３０の構成について説明する。図１６は、実施の形態３に係る履物
シート２３０を示す底面図である。図１７は、図１６に示した履物シート２３０のＢ－Ｂ
断面図を逆さまにした図である。図１６、図１７に示すように、実施の形態３に係る履物
シート２３０は、実施の形態１に係る履物シート３０とほぼ同様に構成されているが、さ
らに拇指球減圧部６０を加えて構成されている。
【００７３】
（構成－拇指球減圧部）
　拇指球減圧部６０は、装着者の拇指球に対する圧力を減らすためのものである。図１６
に示すように、拇指球減圧部６０は、ベース部４０の反対側面のうち装着者の拇指球に対
応する部分に、加圧部５０が設けられていない開放空間にて形成されている。
【００７４】
　ここで、拇指球減圧部６０の形状の詳細については、以下の通りに設定されている。具
体的には、拇指球減圧部６０の平面形状については、略半円状に設定されている。より具
体的には、図１６に示すように、拇指球減圧部６０のＸ方向の長さが、ベース部４０のＸ
方向の長さの略８分の１の長さに設定されており、拇指球減圧部６０のＹ方向の長さが、
ベース部４０のＹ方向の長さの略５分の１の長さに設定されている。また、拇指球減圧部
６０のＺ方向の長さについては、図１７に示すように、当該拇指球減圧部６０に隣接する
足底腱膜加圧部５１のＺ方向の長さと略同一に設定されている。
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【００７５】
　このような拇指球減圧部６０の形状が設定された場合において、足底腱膜加圧部５１に
おける拇指球減圧部６０と隣接する側面の形状については任意であるが、例えば、ベース
部４０に対して略直交する垂直面にて形成されてもよい（後述する足底腱膜加圧部５１に
おける踵減圧部６１と隣接する側面の形状についても同様とする）。
【００７６】
（履物シートの機能）
　このように構成された実施の形態３に係る履物シート２３０の機能は以下の通りである
。装着者が履物１を装着すると、装着者の拇指球がベース部４０に当接する（あるいは、
当該拇指球はベース部４０から浮いた状態となる）。このような状態で、装着者が起立し
た場合には、装着者の拇指球に対する圧力が、装着者の足底腱膜Ｔ１０に対する圧力より
も低くなる。すなわち、拇指球減圧部６０によって、装着者の拇指球に対する圧力を減ら
すことができるので、装着者の足裏面を当該拇指球減圧部６０の形状に応じた形状に矯正
することが可能となる。これにより、例えば、装着者が歩行やランニング等のトレーニン
グを行った場合に、装着者の足裏面における母指から小指に対応する部分にかかる負荷を
均等にすることができる。また、装着者が野球のバットの素振りを行った場合には、足が
内股になることによって股関節に力が入りやすくなる。
【００７７】
（効果）
　このように実施の形態３によれば、装着者の拇指球に対応する部分に、加圧部５０が設
けられていない拇指球減圧部６０を形成したので、当該拇指球に対する圧力を当該装着者
における加圧部５０と間接的に当接している部分に対する圧力に比べて減らすことができ
、装着者の足裏面を当該拇指球減圧部６０の形状に応じた形状に矯正することが可能とな
る。これにより、例えば、装着者が歩行やランニング等のトレーニングを行った場合に、
装着者の足裏面における母指から小指に対応する部分にかかる負荷を均等にすることがで
き、装着者の各指の筋力を強化することが可能となる。また、装着者が野球のバットの素
振りを行った場合には、足が内股になることによって股関節に力が入りやすくなるため、
手振りになることを抑制することができる。
【００７８】
〔実施の形態４〕
　次に、実施の形態４について説明する。この形態は、踵減圧部を備えた形態である。な
お、実施の形態３と略同様の構成要素については、必要に応じて、実施の形態３で用いた
のと同一の符号又は名称を付してその説明を省略する。
【００７９】
（構成－履物シート）
　まず、履物シート３３０の構成について説明する。図１８は、実施の形態４に係る履物
シート３３０を示す底面図である。図１８に示すように、実施の形態４に係る履物シート
３３０は、実施の形態３に係る履物シート２３０とほぼ同様に構成されているが、さらに
踵減圧部６１を加えて構成されている。
【００８０】
（構成－踵減圧部）
　踵減圧部６１は、装着者の「踵」に対する圧力を減らすためのものである。ここで、「
踵」とは、足裏面のうち、踵骨Ｂ３７と対応する部分である。図１８に示すように、踵減
圧部６１は、ベース部４０の反対側面のうち装着者の踵に対応する部分に、加圧部５０が
設けられていない開放空間にて形成されている。
【００８１】
　ここで、踵減圧部６１の形状の詳細については、以下の通りに設定されている。具体的
には、踵減圧部６１の平面形状については、拇指球減圧部６０の平面形状（つまり略半円
状）と略同一に設定されている。また、踵減圧部６１のＺ方向の長さについては、当該踵
減圧部６１に隣接する足底腱膜加圧部５１のＺ方向の長さと略同一に設定されている。
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【００８２】
（履物シートの機能）
　このように構成された実施の形態４に係る履物シート３３０の機能は以下の通りである
。まず、装着者が履物１を装着すると、装着者の踵がベース部４０に当接する（あるいは
、当該踵はベース部４０から浮いた状態となる）。このような状態で、装着者が起立した
場合には、装着者の踵に対する圧力が、装着者の足底腱膜Ｔ１０に対する圧力よりも低く
なる。このため、装着者の足裏面を踵減圧部６１の形状に応じた形状に矯正することが可
能となる。これにより、例えば、装着者が野球のバットの素振りを行った場合には、拇指
球減圧部６０と同様に、足が内股になることによって股関節に力が入りやすくなる。
【００８３】
（効果）
　このように実施の形態４によれば、装着者の踵に対応する部分に、加圧部５０が設けら
れていない踵減圧部６１を形成したので、当該踵に対する圧力を当該装着者における加圧
部５０と間接的に当接している部分に対する圧力に比べて減らすことができ、装着者の足
裏面を当該踵減圧部６１の形状に応じた形状に矯正することが可能となる。これにより、
例えば、装着者が野球のバットの素振りを行った場合には、足が内股になることによって
股関節に力が入りやすくなるため、手振りになることを一層抑制することができる。
【００８４】
〔実施の形態５〕
　次に、実施の形態５について説明する。この形態は、加圧部が土踏まず加圧部を備えた
形態である。なお、実施の形態１と略同様の構成要素については、必要に応じて、実施の
形態１で用いたのと同一の符号又は名称を付してその説明を省略する。
【００８５】
（構成－履物シート）
　まず、履物シート４３０の構成について説明する。図１９は、実施の形態５に係る履物
シート４３０を示す底面図である。図１９に示すように、実施の形態５に係る履物シート
４３０は、実施の形態１に係る履物シート３０とほぼ同様に構成されているが、加圧部５
０の構成内容が異なっている。
【００８６】
（構成－加圧部）
　図１９に示すように、加圧部５０は、足底腱膜加圧部５１と、土踏まず加圧部５４とを
備えている。
【００８７】
（構成－加圧部－土踏まず加圧部）
　土踏まず加圧部５４は、装着者の土踏まずの少なくとも一部の関節に対して圧力を加え
るためのものである。図１９に示すように、土踏まず加圧部５４は、略板状体にて形成さ
れており、ベース部４０の反対側面において、装着者の土踏まずに対応する位置に配置さ
れている。
【００８８】
　ここで、土踏まず加圧部５４の形状の詳細については、以下の通りに設定されている。
具体的には、土踏まず加圧部５４の平面形状については、略半円状に設定されている。よ
り具体的には、図１９に示すように、土踏まず加圧部５４のＸ方向の長さが、ベース部４
０のＸ方向の長さの略８分の１の長さに設定されており、土踏まず加圧部５４のＹ方向の
長さが、ベース部４０のＹ方向の長さの略５分の１の長さに設定されている。また、土踏
まず加圧部５４のＺ方向の長さについては、当該土踏まず加圧部５４に隣接する足底腱膜
加圧部５１のＺ方向の長さと略同一に設定されている。
【００８９】
（履物シートの機能）
　このように構成された実施の形態５に係る履物シート４３０の機能は以下の通りである
。装着者が履物１を装着すると、装着者の土踏まずが、土踏まず加圧部５４にベース部４
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０を介して間接的に当接する。このような状態で、装着者が起立した場合には、装着者の
土踏まずに対する圧力が、他の部分（ただし、装着者の足底腱膜Ｔ１０の一部は除く）に
対する圧力よりも高くなる。このため、装着者の足裏面を当該土踏まず加圧部５４の形状
に応じた形状に矯正することが可能となる。これにより、例えば、装着者が歩行やランニ
ング等のトレーニングを行った場合に、装着者の土踏まずをしっかりと支持することがで
きる。
【００９０】
（効果）
　このように実施の形態５によれば、加圧部５０は、装着者の土踏まずの少なくとも一部
に対応する位置に配置された土踏まず加圧部５４を備えるので、当該土踏まず加圧部５４
によって、当該土踏まずの少なくとも一部に高い圧力をかけることができ、装着者の足裏
面を当該土踏まず加圧部５４の形状に応じた形状に矯正することが可能となる。これによ
り、例えば、装着者が歩行やランニング等のトレーニングを行った場合に、装着者の土踏
まずをしっかり支持することができるため、足の安定性を向上させることができると共に
、足の疲労を軽減することができる。
【００９１】
〔実施の形態６〕
　次に、実施の形態６について説明する。この形態は、回動促進部を備えた形態である。
なお、実施の形態１と略同様の構成要素については、必要に応じて、実施の形態１で用い
たのと同一の符号又は名称を付してその説明を省略する。
【００９２】
（構成－履物シート）
　まず、履物シート５３０の構成について説明する。図２０は、実施の形態６に係る履物
シート５３０を示す底面図である。図２１は、図２０に示した履物シート５３０のＣ－Ｃ
断面図を逆さまにした図である。図２０、図２１に示すように、実施の形態６に係る履物
シート５３０は、実施の形態１に係る履物シート３０とほぼ同様に構成されているが、足
底腱膜加圧部５１の構成内容が異なっている。
【００９３】
（構成－足底腱膜加圧部－回動促進部）
　図２０に示すように、足底腱膜加圧部５１には、溝部７０が設けられている。溝部７０
は、加圧部５０のうち、装着者の趾骨Ｂ１０に対応する部分と装着者の中足骨Ｂ２０に対
応する部分との相互間の回動を促進するための回動促進部である。この溝部７０は、足底
腱膜加圧部５１のうち、装着者の趾骨Ｂ１０に対応する部分と装着者の中足骨Ｂ２０に対
応する部分との相互間に形成されている。
【００９４】
　ここで、溝部７０の形状の詳細については、以下の通りに設定されている。具体的には
、溝部７０の平面形状については、略矩形状に設定されている。より具体的には、図２０
に示すように、溝部７０のＸ方向の長さが、足底腱膜加圧部５１のＸ方向の長さと略同一
に設定されており、溝部７０のＹ方向の長さが、装着者の趾骨Ｂ１０に対応する部分と装
着者の中足骨Ｂ２０に対応する部分との相互間の長さ程度（例えば１ｍｍ～１０ｍｍ程度
）に設定されている。また、溝部７０のＺ方向の長さについては、図２１に示すように、
当該溝部７０に隣接する足底腱膜加圧部５１のＺ方向の長さと略同一に設定されている。
【００９５】
（履物シートの機能）
　このように構成された実施の形態６に係る履物シート５３０の機能は以下の通りである
。装着者が履物１を装着すると、装着者の趾骨Ｂ１０と装着者の中足骨Ｂ２０とをつなぐ
関節がベース部４０に当接する（あるいは、当該相互間はベース部４０から浮いた状態と
なる）。このような状態で、装着者が踵を上げると、装着者の趾骨Ｂ１０に対応する部分
を地面等に対して平行に維持したまま、装着者の趾骨Ｂ１０と装着者の中足骨Ｂ２０とを
つなぐ関節を中心に指を曲げることで、中足骨Ｂ２０及びそれより上側部分のみを持ち上
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げることが容易になるため、例えば、装着者が歩行やランニング等のトレーニングを行っ
た場合に、装着者の趾骨Ｂ１０に対応する部分を介して地面等に力を入れることが容易に
なり、足の踏ん張りが効きやすくなる。
【００９６】
　この他にも、履物シート５３０は、任意の構造にて構成可能である。図２２は、実施の
形態６の変形例に係る履物シート５３０を示す底面図である。図２３は、図２２に示した
履物シート５３０のＤ－Ｄ断面図を逆さまにした図である。図２２、図２３に示すように
、この変形例に係る履物シート５３０は、実施の形態６に係る履物シート５３０とほぼ同
様に構成されているが、溝部７０に変えて帯状部７１を構成されている。
【００９７】
　図２２に示すように、帯状部７１は、加圧部５０のうち、装着者の趾骨Ｂ１０に対応す
る部分と装着者の中足骨Ｂ２０に対応する部分との相互間の回動を促進するための回動促
進部である。この帯状部７１は、溝部７０と略同一形状にて形成された略方形状体であり
、足底腱膜加圧部５１のうち、装着者の趾骨Ｂ１０に対応する部分と装着者の中足骨Ｂ２
０に対応する部分との相互間に配置されている。
【００９８】
　ここで、帯状部７１の材質については、装着者の趾骨Ｂ１０と装着者の中足骨Ｂ２０と
をつなぐ関節を下方に沈ませることが可能となるように、例えば、足底腱膜加圧部５１の
うち、装着者の趾骨Ｂ１０に対応する部分と装着者の中足骨Ｂ２０に対応する部分よりも
軟質な材質（具体的には、軟質ポリウレタン、軟質ゴム等）にて形成されている。
【００９９】
　このように構成された履物シート５３０の機能は以下の通りである。装着者が履物１を
装着すると、装着者の趾骨Ｂ１０と装着者の中足骨Ｂ２０とをつなぐ関節が、帯状部７１
に当接する。このような状態で、装着者が踵を上げると、装着者の趾骨Ｂ１０と装着者の
中足骨Ｂ２０とをつなぐ関節を中心に指を曲げることが可能になるため、上述した溝部７
０と同様に、例えば、装着者が歩行やランニング等のトレーニングを行った場合に、足の
踏ん張りが効きやすくなる。また、装着者が起立している状態では、帯状部７１によって
、装着者の趾骨Ｂ１０と装着者の中足骨Ｂ２０とをつなぐ関節を支持することができ、足
の負荷を低減することができる。
【０１００】
（効果）
　このように実施の形態６によれば、加圧部５０のうち、装着者の趾骨Ｂ１０に対応する
部分と装着者の中足骨Ｂ２０に対応する部分との相互間に、これら２つの部分の相互間の
回動を促進するための回動促進部を設けたので、装着者が踵を上げた場合に、装着者の趾
骨Ｂ１０と装着者の中足骨Ｂ２０とをつなぐ関節を中心に指を曲げることが可能になる。
これにより、例えば、装着者が歩行やランニング等のトレーニングを行った場合に、足の
踏ん張りが効きやすくなるため、足の負荷を低減することができる。
【０１０１】
　また、回動促進部を、溝部７０として形成したので、回動促進部を形成するための特殊
な部品を必要としないので、履物シート５３０の製造コストを低減することができる。
【０１０２】
〔実施の形態に対する変形例〕
　以上、本発明に係る各実施の形態について説明したが、本発明の具体的な構成及び手段
は、特許請求の範囲に記載した各発明の技術的思想の範囲内において、任意に改変及び改
良することができる。以下、このような変形例について説明する。
【０１０３】
（解決しようとする課題や発明の効果について）
　まず、発明が解決しようとする課題や発明の効果は、前記した内容に限定されるもので
はなく、本発明によって、前記に記載されていない課題を解決したり、前記に記載されて
いない効果を奏することもでき、また、記載されている課題の一部のみを解決したり、記
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載されている効果の一部のみを奏することがある。例えば、加圧部５０が、装着者の足裏
面を当該加圧部５０の形状に応じた形状に矯正しづらい場合であっても、この加圧部５０
による矯正を、従来とは異なる技術により従来と同様に達成できている場合には、本願発
明の課題が解決されている。
【０１０４】
（各実施の形態の組み合わせ）
　上記実施の形態１から上記実施の形態６に示した構成については、同一の実施の形態の
構成を複数組み合わせたり、あるいは異なる実施の形態の構成を相互に組み合わせたりす
ることができる。
【０１０５】
　例えば、図２４に示すように、上記実施の形態２の変形例に係る履物シート１３０に、
上記実施の形態３に係る履物シート２３０における拇指球減圧部６０と、上記実施の形態
５に係る履物シート４３０における土踏まず加圧部５４とを組み合わせてもよい。この場
合において、足底腱膜加圧部５１は、関節加圧部５２、５３、拇指球減圧部６０、及び土
踏まず加圧部５４を節として曲線状に形成されている。これにより、例えば、装着者が歩
行やランニング等のトレーニングを行った場合に、歩行時の重心移動をスムーズに行うこ
とが可能になる。
【０１０６】
　また、図２５に示すように、上記実施の形態２の変形例に係る履物シート１３０に、上
記実施の形態３に係る履物シート２３０における拇指球減圧部６０と、上記実施の形態５
に係る履物シート４３０における土踏まず加圧部５４とを組み合わせると共に、図２４と
は異なる形状にて形成されてもよい。この場合において、図２５に示す関節加圧部５２及
び拇指球減圧部６０の平面形状が、図２４に示す関節加圧部５２及び拇指球減圧部６０の
平面形状に比べて大きく湾曲しているので、図２４に示す履物シート１３０と比べて、図
２５に示す装着者の足裏面のうち、第１基節骨Ｂ１３ａから第５基節骨Ｂ１３ｅに対応す
る部分、及び第１中足骨Ｂ２０ａから第５中足骨Ｂ２０ｅに対応する部分に対する圧力を
高めることが可能となる。また、図２５に示す足底腱膜加圧部５１、関節加圧部５２、５
３、拇指球減圧部６０、及び土踏まず加圧部５４の平面形状が、図２４に示す足底腱膜加
圧部５１、関節加圧部５２、５３、拇指球減圧部６０、及び土踏まず加圧部５４の平面形
状に比べて大きく設定されているので、図２５に示す履物シート１３０に比べて、安定性
を向上させることが可能となる。
【０１０７】
　また、図２６に示すように、上記実施の形態２の変形例に係る履物シート１３０に、上
記実施の形態３に係る履物シート２３０における拇指球減圧部６０と、上記実施の形態５
に係る履物シート４３０における土踏まず加圧部５４と、上記実施の形態６に係る履物シ
ート５３０における溝部７０とを組み合わせてもよい。この場合において、足底腱膜加圧
部５１における拇指球減圧部６０と隣接する側面は、プラスＺ方向からマイナスＺ方向に
至るにつれて足底腱膜加圧部５１の中央部に近づく傾斜面として形成されてもよい。これ
により、装着者の拇指球を支持しながら、当該拇指球に対する圧力を減らすことが可能と
なる。
【０１０８】
　また、上記実施の形態１から上記実施の形態６に係る履物シートを一対組み合わせても
よい。具体的には、図２７から図２９に示すように、上記実施の形態１に係る履物シート
３０が、履物シート３０ａ、３０ｂを備えており、これら履物シート３０ａ、３０ｂが、
当該履物シート３０ａ、３０ｂの各々の加圧部５０（図２７では、足底腱膜加圧部５１）
が対向するように、かつ、これら対向する加圧部５０を中心として当該履物シート３０ａ
、３０ｂの各々のベース部４０が対称形状となるように、相互に重合されている。このよ
うな構成により、加圧部５０と当接している装着者の足裏面の一部に対する圧力を一層高
めることできるので、装着者の足裏面を当該加圧部５０の形状に応じた形状に一層矯正し
やすくなる。また、履物シート３０ａを足裏面側とする場合と、これを裏返して履物シー
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ト３０ｂを足裏面側とする場合とで、装着者の左足と右足のいずれにも兼用することがで
き、装着者の使用用途に応じて使い分けが可能となる。
【０１０９】
（履物シートが取り付けられる対象について）
　上記実施の形態１から上記実施の形態６では、履物シートが靴に適用された場合につい
て説明したが、これに限られず、例えば、サンダルに適用されてもよい。具体的には、図
３０に示すように、上記実施の形態１に係る履物シート３０が、サンダルの底部１０に接
着剤等によって固定されてもよい。あるいは、この履物シート３０を、サンダルを含む様
々な種類の履物の底部（本底）自体として利用してもよい。例えば、履物シート３０をサ
ンダルの底部として利用する場合には、履物シート３０のベース部４０にストラップを固
定することで、このストラップとベース部４０の相互間に足部を入れて、サンダルを装着
できるようにしてもよい。また、上記各実施の形態においては、野球のバットの素振りを
行う場合の作用効果を例示したが、本ユーザが本履物シートを装着して行う動作の種類や
内容は任意であり、例えば、テニスのラケットを振ることや、ゴルフのクラブを振る際に
も、同様の作用効果を得ることができる。
【０１１０】
（ベース部について）
　上記実施の形態１から上記実施の形態６では、ベース部４０の平面形状については、底
部１０の平面形状と略同一の形状に設定されていると説明したが、例えば、底部１０の平
面形状よりも小さく設定されてもよく、あるいは大きく設定されてもよい。また、ベース
部４０の側面形状については、ベース部４０がプラスＺ方向に向けて凸状に湾曲した形状
に設定されていると説明したが、例えば、平坦状に設定されてもよい。また、ベース部４
０のＺ方向の長さについては、ベース部４０における装着者の基節骨Ｂ１３及び中足骨Ｂ
２０に対応する部分におけるＺ方向の長さが、他の部分のＺ方向の長さよりも長く設定さ
れていると説明したが、例えば、すべて均一の長さに設定されてもよい。また、ベース部
４０に肉厚を不均一にしてもよく、例えば、内外及び前後の中心位部分を最も肉厚にし、
内外方向や前後方向の端部に近づくに伴って肉厚が徐々に薄くなるようにしてもよい。
【０１１１】
（加圧部について）
　上記実施の形態１から上記実施の形態６では、加圧部５０は、ベース部４０の反対側面
に設けられていると説明したが、これに限られず、例えば、ベース部４０の足裏側面に設
けられてもよい。
【０１１２】
　また、上記実施の形態１から上記実施の形態６では、加圧部５０は、ベース部４０と一
体成型により形成されていると説明したが、これに限られず、例えば、加圧部５０は、ベ
ース部４０と別体として形成されてもよい。この場合において、加圧部５０は、ベース部
４０に対して着脱自在としてもよい。具体的には、図３１に示すように、ベース部４０の
反対側面に、関節加圧部５２、５３、土踏まず加圧部５４のそれぞれを着脱自在に取り付
け可能となる着脱部８０（例えば、公知の面ファスナーによる固定構造、螺合構造、係止
構造、ビス止め構造、接着等）が設けられてもよい。このような構成により、装着者の使
用用途に応じて関節加圧部５２、５３、又は土踏まず加圧部５４を取り付けたり、又は取
り外すことができる。
【０１１３】
　また、加圧部５０に対しては、その内部、ベース部４０と対抗する面、あるいはベース
部４０と反対側の面に、弾性部材を設けてもよい。弾性部材としては、例えば、板状スプ
リング、コイル状スプリング、高反発性樹脂材等のように、当該弾性部材が加圧された場
合に当該加圧分にほぼ相当する弾性力（反発力）を生じさせる部材を使用することができ
、このような弾性部材を、上下方向に対してほぼ平行な弾性力（反発力）が生じるような
向きで配置する。このことにより、例えば、加圧部５０の上下方向の弾性力が大きくなる
ので、加圧部５０から足裏に加わる圧力を増加させることができ、ユーザの足の上がりが
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良くなって歩幅が広がり、ユーザのジャンプ力が上がり、あるいは、ユーザの歩く力が強
くなるという効果を得ることができる。このように加圧部５０に弾性部材を設ける場合の
具体的な配置は任意であるが、例えば、足底腱膜加圧部５１に弾性部材を設ける場合には
、足底腱膜加圧部５１の前側の端部（指先に対応する部分）又は回動促進部の近傍位置か
ら、足底腱膜加圧部５１の後側の端部（踵に対応する部分）の近傍位置に至る範囲に、連
続的又は非連続的に、弾性部材を設けることができる。
【０１１４】
（足底腱膜加圧部について）
　上記実施の形態１から上記実施の形態６では、足底腱膜加圧部５１の平面形状について
は、装着者の足底腱膜Ｔ１０の一部と当接可能な形状に設定されていると説明したが、例
えば、装着者の足底腱膜Ｔ１０全体と当接可能な形状に設定されてもよい。また、足底腱
膜加圧部５１のＺ方向の長さについては、足底腱膜加圧部５１における装着者の「土踏ま
ず」近傍に対応する部分のＺ方向の長さが、他の部分のＺ方向の長さよりも長く設定され
ていると説明したが、例えば、すべて均一の長さに設定されてもよい。
【０１１５】
　また、上記実施の形態２、５では、履物シートが、足底腱膜加圧部５１を備えていると
説明したが、足底腱膜加圧部５１を省略してもよい。
【０１１６】
（関節加圧部について）
　上記実施の形態２では、関節加圧部５２の平面形状については、略半円状に設定されて
いると説明したが、例えば、矩形形状、三角形状等の方形状に設定されてもよい（関節加
圧部５３の平面形状についても同様とする）。また、関節加圧部５２のＺ方向の長さにつ
いては、当該関節加圧部５２に隣接する足底腱膜加圧部５１のＺ方向の長さと略同一に設
定されていると説明したが、例えば、当該隣接する足底腱膜加圧部５１のＺ方向の長さよ
りも長く、あるいは短く設定されてもよい（関節加圧部５３のＺ方向の長さについても同
様とする）。また、関節加圧部５２の設置個数については、単数であると説明したが、例
えば、複数であってもよい（関節加圧部５３の個数についても同様とする）。この場合に
おいて、各関節加圧部５２の平面形状については、複数の関節加圧部５２によって、装着
者の第５基節骨Ｂ１３ｅと第５中足骨Ｂ２０ｅとをつなぐ関節を覆うことが可能な形状に
設定される。
【０１１７】
（拇指球減圧部、踵減圧部について）
　上記実施の形態２、３では、拇指球減圧部６０の平面形状については、略半円状に設定
されていると説明したが、例えば、矩形形状、三角形状等の方形状に設定されてもよい（
踵減圧部６１の平面形状についても同様とする）。また、拇指球減圧部６０のＺ方向の長
さについては、当該拇指球減圧部６０に隣接する足底腱膜加圧部５１のＺ方向の長さと略
同一に設定されていると説明したが、例えば、当該隣接する足底腱膜加圧部５１のＺ方向
の長さよりも短く設定されてもよい（踵減圧部６１のＺ方向の長さについても同様とする
）。また、足底腱膜加圧部５１における拇指球減圧部６０と隣接する側面は、垂直面にて
形成されていると説明したが、例えば、図２６に示すように、傾斜面として形成されても
よい（足底腱膜加圧部５１における踵減圧部６１と隣接する側面の形状についても同様と
する）。
【０１１８】
　また、上記実施の形態３、４では、拇指球減圧部６０又は踵減圧部６１は、開放空間と
して形成されていると説明したが、これに限られず、例えば、加圧部５０よりも軟質な材
質（具体的には、軟質ポリウレタン、軟質ゴム等）にて形成されてもよい。
【０１１９】
（土踏まず加圧部について）
　上記実施の形態５では、土踏まず加圧部５４の平面形状については、装着者の土踏まず
全体と当接可能な形状に設定されていると説明したが、例えば、装着者の土踏まずの一部
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と当接可能な形状に設定されてもよい。また、土踏まず加圧部５４の平面形状については
、略半円状に設定されていると説明したが、例えば、矩形形状、三角形状等の方形状に設
定されてもよい。また、土踏まず加圧部５４のＺ方向の長さについては、当該土踏まず加
圧部５４に隣接する足底腱膜加圧部５１のＺ方向の長さと略同一に設定されていると説明
したが、又は当該隣接する足底腱膜加圧部５１のＺ方向の長さよりも長く設定されてもよ
い。また、土踏まず加圧部５４の設置個数については、単数であると説明したが、例えば
、複数であってもよい。
【０１２０】
（溝部、帯状部について）
　上記実施の形態６では、溝部７０の平面形状については、略矩形状に設定されていると
説明したが、例えば、湾曲状に設定されてもよい（帯状部７１の平面形状についても同様
とする）。また、溝部７０のＺ方向の長さについては、当該溝部７０に隣接する足底腱膜
加圧部５１のＺ方向の長さと略同一に設定されていると説明したが、例えば、当該隣接す
る足底腱膜加圧部５１のＺ方向の長さよりも短く設定されてもよい（帯状部７１のＺ方向
の長さについても同様とする）。
【符号の説明】
【０１２１】
　１　履物
　１０　底部
　２０　カバー部
　３０、３０ａ、３０ｂ、１３０、２３０、３３０、４３０、５３０　履物シート
　４０　ベース部
　５０　加圧部
　５１　足底腱膜加圧部
　５２、５３　関節加圧部
　５４　土踏まず加圧部
　６０　拇指球減圧部
　６１　踵減圧部
　７０　溝部
　７１　帯状部
　８０　着脱部
　Ｂ１０　趾骨
　Ｂ１０ａ～Ｂ１０ｅ　第１趾骨～第５趾骨
　Ｂ１１　末節骨
　Ｂ１１ａ～Ｂ１１ｅ　第１末節骨～第５末節骨
　Ｂ１２　中節骨
　Ｂ１２ｂ～Ｂ１２ｅ　第１中節骨～第５中節骨
　Ｂ１３　基節骨
　Ｂ１３ａ～Ｂ１３ｅ　第１基節骨～第５基節骨
　Ｂ２０　中足骨
　Ｂ２０ａ～Ｂ２０ｅ　第１中足骨～第５中足骨
　Ｂ３０　足根骨
　Ｂ３１　内側楔状骨
　Ｂ３２　中間楔状骨
　Ｂ３３　外側楔状骨
　Ｂ３４　立方骨
　Ｂ３５　舟状骨
　Ｂ３６　距骨
　Ｂ３７　踵骨
　Ｐ１、Ｐ２　応力分布
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　Ｔ１０　足底腱膜
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【図１１】
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【図１９】

【図２０】

【図２１】
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【図２７】

【図２８】

【図２９】
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【図３１】
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【手続補正書】
【提出日】平成27年11月6日(2015.11.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　履物を装着する装着者の足裏面に当接させるための履物シートであって、
　シート状のベース部と、
　前記ベース部の側面に突設された加圧部であって、前記装着者の足裏面の平面形状より
も小さい平面形状で形成された加圧部と、を備え、
　前記加圧部は、
　前記ベース部の側面のうち前記装着者の足裏面に対向する足裏側面とは反対側の側面で
ある反対側面に設けられており、当該加圧部が前記装着者の足裏面の一部に前記ベース部
を介して間接的に当接し、当該装着者の足裏面の一部に対する圧力を他の部分に対する圧
力より高くすることにより、前記装着者の足裏面を当該加圧部の形状に応じた形状に矯正
可能にする加圧部である、
　履物シート。
【請求項２】
　前記加圧部は、前記装着者の足底腱膜の少なくとも一部に対応する位置に配置された足
底腱膜加圧部を備える、
　請求項１に記載の履物シート。
【請求項３】
　前記足底腱膜加圧部が、前記装着者の足底腱膜全体を含む領域に対応する位置に配置さ
れるように、当該足底腱膜加圧部を形成した、
　請求項２に記載の履物シート。
【請求項４】
　前記加圧部は、前記装着者の足における少なくとも一部の関節に対応する位置に配置さ
れた関節加圧部を備える、
　請求項１から３のいずれか一項に記載の履物シート。
【請求項５】
　前記関節加圧部を、少なくとも、前記装着者の第５基節骨と第５中足骨とをつなぐ関節
に対応する位置、又は、前記装着者のショパール関節の少なくとも一部に対応する位置に
配置した、
　請求項４に記載の履物シート。
【請求項６】
　前記装着者の拇指球に対応する部分に、前記加圧部が設けられていない拇指球減圧部を
形成した、
　請求項１から５のいずれか一項に記載の履物シート。
【請求項７】
　前記装着者の踵に対応する部分に、前記加圧部が設けられていない踵減圧部を形成した
、
　請求項１から６のいずれか一項に記載の履物シート。
【請求項８】
　前記加圧部は、前記装着者の土踏まずの少なくとも一部に対応する位置に配置された土
踏まず加圧部を備える、
　請求項１から７のいずれか一項に記載の履物シート。
【請求項９】
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　前記加圧部を、前記ベース部に対して着脱自在とした、
　請求項１から８のいずれか一項に記載の履物シート。
【請求項１０】
　前記ベース部全体を、当該ベース部における前記加圧部が設けられている側とは反対側
に向けて突出するアーチ状に形成し、
　前記ベース部の前記足裏側面を、凹凸がない形状に形成した、
　請求項１から９のいずれか一項に記載の履物シート。
【請求項１１】
　履物を装着する装着者の足裏面に当接させるための履物シートであって、
　シート状のベース部と、
　前記ベース部の側面に突設された加圧部であって、前記装着者の足裏面の平面形状より
も小さい平面形状で形成された加圧部と、を備え、
　前記加圧部は、
　前記ベース部の側面のうち前記装着者の足裏面に対向する側面である足裏側面に設けら
れており、当該加圧部が前記装着者の足裏面の一部に直接的に当接し、当該装着者の足裏
面の一部に対する圧力を他の部分に対する圧力より高くすることにより、前記装着者の足
裏面を当該加圧部の形状に応じた形状に矯正可能にする加圧部であり、あるいは、
　前記ベース部の側面のうち前記足裏側面とは反対側の側面である反対側面に設けられて
おり、当該加圧部が前記装着者の足裏面の一部に前記ベース部を介して間接的に当接し、
当該装着者の足裏面の一部に対する圧力を他の部分に対する圧力より高くすることにより
、前記装着者の足裏面を当該加圧部の形状に応じた形状に矯正可能にする加圧部であり、
　前記加圧部のうち、前記装着者の趾骨に対応する部分と前記装着者の中足骨に対応する
部分との相互間に、これら２つの部分の相互間の回動を促進するための回動促進部を設け
た、
　履物シート。
【請求項１２】
　前記回動促進部を、溝部として形成した、
　請求項１１に記載の履物シート。
【請求項１３】
　前記回動促進部を、前記加圧部のうち、前記装着者の趾骨に対応する部分と前記装着者
の中足骨に対応する部分よりも軟質の帯状部として形成した、
　請求項１１に記載の履物シート。
【請求項１４】
　履物を装着する装着者の足裏面に当接させるための履物シートであって、
　シート状のベース部と、
　前記ベース部の側面に突設された加圧部であって、前記装着者の足裏面の平面形状より
も小さい平面形状で形成された加圧部と、を備え、
　前記加圧部は、
　前記ベース部の側面のうち前記装着者の足裏面に対向する側面である足裏側面に設けら
れており、当該加圧部が前記装着者の足裏面の一部に直接的に当接し、当該装着者の足裏
面の一部に対する圧力を他の部分に対する圧力より高くすることにより、前記装着者の足
裏面を当該加圧部の形状に応じた形状に矯正可能にする加圧部であり、あるいは、
　前記ベース部の側面のうち前記足裏側面とは反対側の側面である反対側面に設けられて
おり、当該加圧部が前記装着者の足裏面の一部に前記ベース部を介して間接的に当接し、
当該装着者の足裏面の一部に対する圧力を他の部分に対する圧力より高くすることにより
、前記装着者の足裏面を当該加圧部の形状に応じた形状に矯正可能にする加圧部であり、
　当該履物シートを一対備え、
　前記一対の履物シートを、これら一対の履物シートの各々の前記加圧部が対向するよう
に、かつ、これら対向する前記加圧部を中心として当該一対の履物シートの各々の前記ベ
ース部が対称形状となるように、相互に重合させた、
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　履物シート。
【請求項１５】
　前記請求項１から１４のいずれか一項に記載の履物シートを備える、
　履物。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、請求項１に記載の履物シートは、履物
を装着する装着者の足裏面に当接させるための履物シートであって、シート状のベース部
と、前記ベース部の側面に突設された加圧部であって、前記装着者の足裏面の平面形状よ
りも小さい平面形状で形成された加圧部と、を備え、前記加圧部は、前記ベース部の側面
のうち前記装着者の足裏面に対向する足裏側面とは反対側の側面である反対側面に設けら
れており、当該加圧部が前記装着者の足裏面の一部に前記ベース部を介して間接的に当接
し、当該装着者の足裏面の一部に対する圧力を他の部分に対する圧力より高くすることに
より、前記装着者の足裏面を当該加圧部の形状に応じた形状に矯正可能にする加圧部であ
る。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　請求項２に記載の履物シートは、請求項１に記載の履物シートにおいて、前記加圧部は
、前記装着者の足底腱膜の少なくとも一部に対応する位置に配置された足底腱膜加圧部を
備える。
　請求項３に記載の履物シートは、請求項２に記載の履物シートにおいて、前記足底腱膜
加圧部が、前記装着者の足底腱膜全体を含む領域に対応する位置に配置されるように、当
該足底腱膜加圧部を形成した。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　請求項４に記載の履物シートは、請求項１から３のいずれか一項に記載の履物シートに
おいて、前記加圧部は、前記装着者の足における少なくとも一部の関節に対応する位置に
配置された関節加圧部を備える。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　請求項５に記載の履物シートは、請求項４に記載の履物シートにおいて、前記関節加圧
部を、少なくとも、前記装着者の第５基節骨と第５中足骨とをつなぐ関節に対応する位置
、又は、前記装着者のショパール関節の少なくとも一部に対応する位置に配置している。
【手続補正６】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　請求項６に記載の履物シートは、請求項１から５のいずれか一項に記載の履物シートに
おいて、前記装着者の拇指球に対応する部分に、前記加圧部が設けられていない拇指球減
圧部を形成している。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　請求項７に記載の履物シートは、請求項１から６のいずれか一項に記載の履物シートに
おいて、前記装着者の踵に対応する部分に、前記加圧部が設けられていない踵減圧部を形
成している。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　請求項８に記載の履物シートは、請求項１から７のいずれか一項に記載の履物シートに
おいて、前記加圧部は、前記装着者の土踏まずの少なくとも一部に対応する位置に配置さ
れた土踏まず加圧部を備える。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　請求項９に記載の履物シートは、請求項１から８のいずれか一項に記載の履物シートに
おいて、前記加圧部を、前記ベース部に対して着脱自在とした。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　請求項１０に記載の履物シートは、請求項１から９のいずれか一項に記載の履物シート
において、前記ベース部全体を、当該ベース部における前記加圧部が設けられている側と
は反対側に向けて突出するアーチ状に形成し、前記ベース部の前記足裏側面を、凹凸がな
い形状に形成した。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
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　請求項１１に記載の履物シートは、履物を装着する装着者の足裏面に当接させるための
履物シートであって、シート状のベース部と、前記ベース部の側面に突設された加圧部で
あって、前記装着者の足裏面の平面形状よりも小さい平面形状で形成された加圧部と、を
備え、前記加圧部は、前記ベース部の側面のうち前記装着者の足裏面に対向する側面であ
る足裏側面に設けられており、当該加圧部が前記装着者の足裏面の一部に直接的に当接し
、当該装着者の足裏面の一部に対する圧力を他の部分に対する圧力より高くすることによ
り、前記装着者の足裏面を当該加圧部の形状に応じた形状に矯正可能にする加圧部であり
、あるいは、前記ベース部の側面のうち前記足裏側面とは反対側の側面である反対側面に
設けられており、当該加圧部が前記装着者の足裏面の一部に前記ベース部を介して間接的
に当接し、当該装着者の足裏面の一部に対する圧力を他の部分に対する圧力より高くする
ことにより、前記装着者の足裏面を当該加圧部の形状に応じた形状に矯正可能にする加圧
部であり、前記加圧部のうち、前記装着者の趾骨に対応する部分と前記装着者の中足骨に
対応する部分との相互間に、これら２つの部分の相互間の回動を促進するための回動促進
部を設けた。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　請求項１２に記載の履物シートは、請求項１１に記載の履物シートにおいて、前記回動
促進部を、溝部として形成した。
　請求項１３に記載の履物シートは、請求項１１に記載の履物シートにおいて、前記回動
促進部を、前記加圧部のうち、前記装着者の趾骨に対応する部分と前記装着者の中足骨に
対応する部分よりも軟質の帯状部として形成した。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　請求項１４に記載の履物シートは、履物を装着する装着者の足裏面に当接させるための
履物シートであって、シート状のベース部と、前記ベース部の側面に突設された加圧部で
あって、前記装着者の足裏面の平面形状よりも小さい平面形状で形成された加圧部と、を
備え、前記加圧部は、前記ベース部の側面のうち前記装着者の足裏面に対向する側面であ
る足裏側面に設けられており、当該加圧部が前記装着者の足裏面の一部に直接的に当接し
、当該装着者の足裏面の一部に対する圧力を他の部分に対する圧力より高くすることによ
り、前記装着者の足裏面を当該加圧部の形状に応じた形状に矯正可能にする加圧部であり
、あるいは、前記ベース部の側面のうち前記足裏側面とは反対側の側面である反対側面に
設けられており、当該加圧部が前記装着者の足裏面の一部に前記ベース部を介して間接的
に当接し、当該装着者の足裏面の一部に対する圧力を他の部分に対する圧力より高くする
ことにより、前記装着者の足裏面を当該加圧部の形状に応じた形状に矯正可能にする加圧
部であり、当該履物シートを一対備え、前記一対の履物シートを、これら一対の履物シー
トの各々の前記加圧部が対向するように、かつ、これら対向する前記加圧部を中心として
当該一対の履物シートの各々の前記ベース部が対称形状となるように、相互に重合させて
いる。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００１８】
　請求項１５に記載の履物は、前記請求項１から１４のいずれか一項に記載の履物シート
を備える履物である。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　請求項１に記載の履物シート、及び請求項１５に記載の履物によれば、加圧部は、ベー
ス部の側面のうち足裏側面とは反対側の側面である反対側面に設けられており、当該加圧
部が装着者の足裏面の一部にベース部を介して間接的に当接し、当該装着者の足裏面の一
部に対する圧力を他の部分に対する圧力より高くすることにより、装着者の足裏面を当該
加圧部の形状に応じた形状に矯正可能にする加圧部であるので、加圧部によって矯正され
た装着者の足裏面の一部と関連する装着者の部位に負荷をかけることができ、運動等に適
した理想的な姿勢にユーザを誘導することができるので、理想的な姿勢を取るための下半
身の筋力を強化することが可能となり、ユーザが理想的な姿勢を取り得るようにトレーニ
ングする際の効率を向上させることが可能になる。また、加圧部がベース部の側面の反対
側面に設けられており、ベース部が比較的軟質な材質にて形成されている場合には、装着
者の足裏面の一部以外の部分もベース部と当接させることができるので、バランスがとれ
た理想的な姿勢を取るようにトレーニングを行うことが可能となり、安定性を確保するこ
とができる。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　請求項４に記載の履物シートによれば、加圧部は、装着者の足における少なくとも一部
の関節に対応する位置に配置された関節加圧部を備えるので、当該関節加圧部によって、
当該関節に高い圧力をかけることができ、装着者の足裏面を当該関節加圧部の形状に応じ
た形状に矯正することが可能となる。
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　請求項５に記載の履物シートによれば、関節加圧部を、少なくとも、装着者の第５基節
骨と第５中足骨とをつなぐ関節に対応する位置、又は、装着者のショパール関節の少なく
とも一部に対応する位置に配置したので、当該第５基節骨と第５中足骨とをつなぐ関節、
又は当該ショパール関節の少なくとも一部に高い圧力をかけることができる。これにより
、例えば、装着者が野球のバットの素振りを行った場合に、軸足にかかった力が当該軸足
の第５中足骨又はショパール関節から外側に向けて逃げにくくなるため、当該軸足のぶれ
を抑制することができる。また、軸足とは反対側の足にかかった力も第５中足骨又はショ
パール関節から当該足の外側に向けて逃げにくくなるため、当該足が外側に向けて開くこ
とを抑制することができる。
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　請求項６に記載の履物シートによれば、装着者の拇指球に対応する部分に、加圧部が設
けられていない拇指球減圧部を形成したので、当該拇指球に対する圧力を当該装着者にお
ける加圧部と直接的又は間接的に当接している部分に対する圧力に比べて減らすことがで
き、装着者の足裏面を当該拇指球減圧部の形状に応じた形状に矯正することが可能となる
。これにより、例えば、装着者が野球のバットの素振りを行った場合には、足が内股にな
ることによって股関節に力が入りやすくなるため、手振りになることを抑制することがで
きる。
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　請求項７に記載の履物シートによれば、装着者の踵に対応する部分に、加圧部が設けら
れていない踵減圧部を形成したので、当該踵に対する圧力を当該装着者における加圧部と
直接的又は間接的に当接している部分に対する圧力に比べて減らすことができ、装着者の
足裏面を当該踵減圧部の形状に応じた形状に矯正することが可能となる。これにより、例
えば、装着者が野球のバットの素振りを行った場合には、足が内股になることによって股
関節に力が入りやすくなるため、手振りになることを一層抑制することができる。
【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　請求項８に記載の履物シートによれば、加圧部は、装着者の土踏まずの少なくとも一部
に対応する位置に配置された土踏まず加圧部を備えるので、当該土踏まず加圧部によって
、当該土踏まずの少なくとも一部に高い圧力をかけることができ、装着者の足裏面を当該
土踏まず加圧部の形状に応じた形状に矯正することが可能となる。これにより、例えば、
装着者が歩行やランニング等のトレーニングを行った場合に、装着者の土踏まずをしっか
り支持することができるため、足の安定性を向上させることができると共に、足の疲労を
軽減することができる。
【手続補正２１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　請求項９に記載の履物シートによれば、加圧部を、ベース部に対して着脱自在としたの
で、装着者の使用用途に応じて加圧部を取り付けたり、又は取り外することができ、使用
性を向上させることが可能となる。
【手続補正２２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００２７】
　請求項１１に記載の履物シートによれば、加圧部のうち、装着者の趾骨に対応する部分
と装着者の中足骨に対応する部分との相互間に、これら２つの部分の相互間の回動を促進
するための回動促進部を設けたので、装着者が踵を上げた場合に、装着者の趾骨と装着者
の中足骨とをつなぐ関節を中心に指を曲げることが可能になる。これにより、例えば、装
着者が歩行やランニング等のトレーニングを行った場合に、足の踏ん張りが効きやすくな
るため、足の負荷を低減することができる。
【手続補正２３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　請求項１２に記載の履物シートによれば、回動促進部を、溝部として形成したので、回
動促進部を形成するための特殊な部品を必要としないので、履物シートの製造コストを低
減することができる。
【手続補正２４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　請求項１３に記載の履物シートによれば、回動促進部を、加圧部のうち、装着者の趾骨
に対応する部分と装着者の中足骨に対応する部分よりも軟質の帯状部として形成したので
、装着者が起立している状態では、帯状部によって、装着者の趾骨と装着者の中足骨とを
つなぐ関節を支持することができ、足の負荷を低減することができる。
【手続補正２５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　請求項１４に記載の履物シートによれば、一対の履物シートを、これら一対の履物シー
トの各々の加圧部が対向するように、かつ、これら対向する加圧部を中心として当該一対
の履物シートの各々のベース部が対称形状となるように、相互に重合させたので、加圧部
と当接している装着者の足裏面の一部に対する圧力を一層高めることできるので、装着者
の足裏面を当該加圧部の形状に応じた形状に矯正しやすくなる。また、装着者の左足と右
足のいずれにも兼用することができ、装着者の使用用途に応じて使い分けが可能となる。
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